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スタンダード市場への上場市場区分変更承認および 

プライム市場上場維持基準の適合に向けた計画の取り下げに関するお知らせ 

 

 

 当社は本日、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）より東証スタンダード市場への上場市場区分変更

承認を受け、2025年11月28日をもちまして当社株式の東証における上場市場区分が東証プライム市場から

東証スタンダード市場へ変更されることとなりましたので、お知らせいたします。 

本上場市場区分変更承認に伴い、当社は2021年12月17日にプライム市場の上場維持基準への適合に向け

た計画書を提出し、2023年６月28日、2024年６月26日及び2025年６月26日には上場維持基準の適合に向け

た計画に基づく進捗状況について開示し、プライム市場上場維持基準への適合に向けた取組を実施して 

まいりましたが、本日付で同計画を取り下げることといたしました。 

 

記 

 

当社は、2025年６月26日付「上場維持基準への適合に向けた計画（改善期間入り）について」に記載し

ましたとおり、流通株式時価総額※の基準達成に向けて「収益性向上に関する施策」と「株主還元に関する

施策」を重点的な取組と位置付けて実行してまいりましたが、当社の2025年９月30日（今回判定基準日）

時点における流通株式時価総額についてはプライム市場の上場維持基準を充たしておりません。 

現状を踏まえ、市場の特性や数値基準に対する適合性、またステークホルダーの皆様に対する影響に  

ついて調査、研究及び検討を重ねてまいりました結果、スタンダード市場の枠組みにおきましても当社が

抱える経営課題への適時的な対応や株主価値の最大化は可能であるものと認識し、上場廃止リスクへの 

対策も併せて勘案した上で、この度のスタンダード市場への上場市場区分変更を決断したものであります。 

上場市場を変更いたしました後も、当社は施策の進捗管理と株価の動向への注視を十分に行い、コーポ

レート・ガバナンスの強化や、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応などの持続的かつ  

中長期的な企業価値向上への取組及び配当政策等の利益還元についての基本方針につきましては、何ら 

変更はございません。  

皆様の日頃のご厚情に心より御礼申し上げますと共に、今後とも引き続きのご支援を賜りますよう  

よろしくお願い申し上げます。 

 

（※ 流通株式時価総額は、流通株式数に判定基準日以前３か月間の東京証券取引所の売買立会における日々の最終価格の平均値を 

乗じて算出します。） 

 

 以 上 


